千葉県外国人介護職員定着促進事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、千葉県外国人介護職員定着促進事業補助金（以下「本事業」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。
２　本事業は、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格「特定技能」及び「技能実習」の外国人介護職員（以下「外国人介護職員」という。）を受け入れる千葉県内の老人福祉法又は介護保険法に基づく施設又は事業所（以下「受入施設等」という。）に対し、外国人介護職員が介護の技能、技術又は知識（以下「技能等」という。）を修得する上で必要な日本語学習や介護福祉士の資格取得に必要な取組に係る経費を支援することにより、外国人介護職員の円滑な就労及び定着を促進することを目的とする。
３　知事は予算の範囲内において、千葉県補助金等交付規則（昭和３２年千葉県規則第  ５３号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

（補助対象）
第２条　この補助金の交付対象となる事業は、受入施設等が実施する次に掲げる事業  （以下「補助事業」という。）とする。
（１）外国人介護職員が介護の技能等を修得する上で必要な日本語学習の取組に係る事業
（２）介護福祉士資格取得後受入施設等で介護業務に従事する意思のある外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要な取組に係る事業
２　前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の  業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は、補助の対象とならない。
（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）
（２）次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は 反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。）
ア　自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を　知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する　暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為
イ　暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、　暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ　県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方　（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、　当該契約を締結する行為
（３）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

（補助対象経費）
第３条　この補助金の交付対象となる経費は、前条第１項の事業に係る経費のうち、受入施設等が負担する別表の第１欄に定めるものとする。
２　消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費に含まない。
３　本事業対象経費に係る寄附金その他の収入がある場合、補助対象経費から控除する。

（補助対象期間）
第４条　この補助金の交付対象となる事業の実施期間は、補助金の交付決定の時期に関わらず、交付決定のあった日の属する年度の４月１日から３月３１日までとする。

（交付額の算定方法）
第５条　この補助金の交付額は、外国人介護職員１人ごとに次の各号に掲げる方法により算出した額の合計額とする。ただし、算出した額に１，０００円未満の端数が生じた   場合には、これを切り捨てるものとする。
（１）別表の第２欄に定める基準額と第３条に定める対象経費の実支出額の合計とを比較して少ない方の額を選定する。
（２）前号により選定された額に、別表の第３欄に定める補助率を乗じる。

（交付の申請）
第６条　規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、知事が定める期日までに、千葉県外国人介護職員定着促進事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。
２　前項による交付申請を電子データにより提出する場合は、申請者において誓約書  （別紙１－３）及び役員等名簿（別紙１－４）の原本を当該年度の終了後５年間保管　　しなければならない。

（交付の条件）
第７条　規則第５条の規定により付する条件は、次の各号のとおりとする。
（１）補助事業を変更（軽微な変更を除く。）するときは、知事の承認を受けなければなら　　　ない。
（２）補助事業を中止し、又は廃止するときは、知事の承認を受けなければならない。
（３）補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難なときは、  速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。
（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
（５）補助金と補助事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を備え、かつ  当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する   年度の終了後５年間保管しなければならない。
（６）この補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
（７）第１号から第６号に掲げる条件に違反した場合、この補助金の全部又は一部を県に納付させることがある。

（承認申請）
第８条　前条第１号又は第２号の規定により承認を受けようとするときは、千葉県外国人介護職員定着促進事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（別記第２号様式）を知事に提出しなければならない。

（実績報告）
第９条　規則第１２条の規定による実績報告は、補助事業完了の日から起算して１月を 経過した日（第７条第２号に掲げる条件により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該通知を受理した日から１月を経過した日）又は事業実施翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、千葉県外国人介護職員定着促進事業補助金実績報告書（別記第３号様式）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。

（交付の請求）
第１０条　規則第１５条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、交付額の確定通知を受理後、速やかに千葉県外国人介護職員定着促進事業補助金交付請求書  （別記第４号様式）を知事に提出しなければならない。

（概算払の請求）
第１１条　規則第１６条第２項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、 千葉県外国人介護職員定着促進事業補助金概算払請求書（別記第５号様式）を知事に  提出しなければならない。


（暴力団密接関係者）
第１２条　規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、第２条第２項第２号又は第 ３号に該当する者（補助事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、その役員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体）とする。

（その他）
第１３条　この要綱の実施について必要な事項は、知事が別に定める。


附則
この要綱は、令和元年１１月１３日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。
附則
この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。
附則
この要綱は、令和５年７月２８日から施行し、令和５年度予算に係る補助金から適用  する。
附則
この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度予算に係る補助金から適用する。






















別表（第３条、第５条関係）
	１ 対象経費
	２ 補助基準額
	３ 補助率

	報償費、需用費（消耗品費、印刷製本費、教材費）、役務費（通信運搬費、手数料、保険料）、使用料及び賃借料、講座等受講料、備品購入費、補助金

	外国人介護職員１人あたり２２５千円

	
２／３


　※上記経費に係る消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費としない。
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